
福山市医師会看護専門学校 

 

専門実践教育訓練給付金 受給対象チェック 

現在、働いている。 以前は働いていた。 

退職してから１年経っていない。 
「専門実践教育訓練給付金制度」を

初めて利用する 

対象になる可能性があります。 残念ながら対象ではありません。 

※別途、最寄りのハローワーク（公共職業安定所）へお問い合わせください。 

あなたが支給要件を満たしているかの確認ができます。 

２年以上同じ会社で働いている。 

または、退職してから１年以内に転職し、２年以上続けている。 

× × 

× 

× × 

○ 

○ 

○ 

○ 

START 

○ 

専門実践教育訓練給付金制度について（第一看護学科） 

 

厚生労働大臣より平成２７年１０月１日付で福山市医師会看護専門学校“第一看護学科”は「専門実践

教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座」として指定を受けています。 

 

 

社会人を対象とした雇用保険の給付金制度です。 

「専門実践教育訓練指定講座」として指定を受けた養成施設に入学し、授業・実習などを経て卒業した場合、

学校に支払った教育訓練経費の一部（50％）がハローワークから支給されます。さらに、卒業後１年以内

に就職した場合には 20％、また卒業後と入学前を比較して賃金が５％以上上昇した場合には 10%を追加し

て給付金が支給されます。 

 

 

・対象者※1 

初めて受給する場合は、受講開始日までに通算して２年以上の雇用保険の被保険者にある方。 

受給を受けたことがある場合は前回の受講開始から次の専門実践教育訓練の受講開始日前日までの間に、

通算して３年以上の雇用保険の被保険者期間のある方。 

※1 支給要件を満たしているかを最寄りのハローワークでご確認ください。 

 

 

・支給額 

・受講者本人が支払った入学金、授業料等の教育訓練経費※2の５0％を支給。（最大４０万円／年） 

・資格取得･卒業後１年以内に被保険者として雇用された場合には追加で 20％を支給。（最大１６万円／年） 

・＜NEW＞卒業後の賃金が入学前より５％以上上昇した場合にはさらに追加で 10％を支給※3。（最大８万円／年） 

※2 教育訓練経費にテキスト代金、施設設備費は含まれません。  ※３ 新規拡充（令和７年度以降入学者対象） 

 

・支給例 

福山市医師会看護専門学校の第一看護学科に入学した場合の支給予測金額 

教育訓練経費に含まれるもの…入学金 200,000円、年間授業料 444,000円、実習費 70,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、指定講座の受給対象者のうち、45歳未満で失業状態にあるなど、一定の条件を満たした方は 

「教育訓練支援給付金」として、雇用保険の基本手当の日額に相当する額の 80％が支給されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※4 第一看護学科の二次募集で出願される場合、入学試験の合格発表が３月になります。そのため「受講前申請」が期日に        

間に合いません。受験前の２月末日までに必ずお住まいの住所を管轄するハローワークにて相談をお願いします。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※当校で「支給要件照会」はできませんのでご注意ください。 

 お住まいの住所を管轄するハローワークにて各種手続き・照会をお願いします。 

 

当校指定番号 

 第一看護学科：３４１００２４－１５２００１１－４ 

専門実践教育訓練給付金制度とは？ 

支給額について 

１年目 

最大35.7万円 

２年目 

最大25.7万円 

３年目 

最大25.7万円 

追加で 

最大34.8万円 ＋ 

３年間の支給に加え、卒業後に就職し追加支給を受けた場合 

最大1３９.３万円の支給額（教育訓練経費の 80％）の給付 

※あくまで目安です。実際の支給額とは異なる場合があります。 

給付対象者について 

給付金支給までの流れについて※ 

①募集要件の確認 

・希望する学科の募集内容 

の確認（第一看護学科） 

②ハローワークに相談 

・「支給要件照会」 

・「キャリアコンサルティング」 

・「ジョブカード」の交付 

③入学試験・合格 

・合格後、入学金の振り込み 

などの入学の手続きを済ま 

せて下さい。 

④ハローワークに申請 

・「受講前申請」を行う 

（入学１カ月前※4までに） 

※必ず２月末日までに 

⑤当校へ入学 

・入学日が受講開始日とな 

 ります（４月上旬） 

⑥ハローワークに申請 

・「支給申請」を行う 

・「給付金」の支給 

（入学から６カ月ごと） 

追加で 

最大17.4万円 

卒業後１年以内に 
就職した場合 

 

賃金が入学前より 
5%以上上昇した場合 

 


